
老いじたく情報登録事業の背景と概要

【背景：高齢単身世帯・高齢夫婦世帯数の推移と将来推計】

◆高齢単身世帯（ひとり暮らしの高齢者）は平成12 年以降増加が続いており、平成27 年には４万世帯に達しています。
令和２年には42,732 世帯となっており、以前と比べ増加は緩やかになっていますが、今後も増加が見込まれます。
◆高齢夫婦世帯（65 歳以上の夫と60 歳以上の妻のみからなる世帯）も増加が続いており、令和２年には27,685 世帯となっています。

１ 高齢単身世帯数 ２ 高齢者夫婦世帯数

おおた高齢者施策推進プラン（令和6年度～令和8年度）より一部抜粋

【事業概要】
区では「人生100年時代」と言われる今日、元気なうちから将来に備え、いつまでも自分らしく人生を前向きに安心して暮らしていただくことを目
的として、老いじたく推進事業に取り組んでいるが、単身高齢者世帯等が増える中、老いじたくに資する施策がさらに求められている。
そのため、令和６年度から、老いじたくに関する情報を区に登録し、病気や死亡などにより意思表示ができなくなったときに、本人の意思を伝えら
れるように、本人が指定した方・医療機関・警察など必要な機関に情報提供を行う、老いじたく情報登録事業を開始した。

【事業開始日】 令和6年7月22日（月）
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老いじたく情報登録事業の実施状況

①福祉関係機関、地域団体、医療機関、金融機関等と連携して、本制度について周
知・啓発について取り組んでいる。

②区民の方からも、「区に登録することができるなら安心です」とのお声をいただい
ている。

③現在、地域の身近な相談窓口である、地域包括支援センターや社会福祉協議会お
おた成年後見センター(以下「社協」という。）でも老いじたくの相談については対応
していただいている。

④申請登録窓口についても、地域包括支援センターや社協でも申請受付できるよう
要望があがっている。

①区報7/21号、10/1号の一面に「老いじたく」特集を掲載
②区ホームページに掲載 ③チラシ等の配布

【行 政】  特別出張所、地域包括支援センター
老人いこいの家、シニアステーション等

【医療機関】 3医師会、入院医療協議会 等

【地域関係】 地域力推進会議、自治会連合会
 民生委員児童委員協議会

【金融機関】 三井住友銀行、きらぼし銀行
 さわやか・城南・芝信用金庫

【その他】   警察、消防、居住者支援協議会
  シニアクラブ、ケア倶楽部 等

◆相談９７件(１/６現在）
（ 7月:14件、 8月:19件、 9月:12件、
10月:39件、11月: ９件、12月： ４件）

◆登録 ２件（１/６現在）
（女性：７０代、男性：80代）

◆相談内容 ※主な相談
・情報登録事業の制度についてのご案内
・一人暮らしなのでもしもの時のために
・亡くなった後のことが心配
・相続や遺言についての相談

１ 相談・登録実績

３ 周知について

２ 現状
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老いじたく推進事業の拡充について

２年度概 要

【老いじたく相談】
●実施回数 12回
●相談者数 61組

【老いじたくセミナー】
➡ 【地域版】老いじたくセミナーへ
➡R5から順次18特別出張所で開催
●概要 老いじたくパンフレットに沿って、将来に
向けて備えておきたい事柄などを、区民の方が整
理できるように、わかりやすく説明、質疑応答有
●講師 弁護士

【老いじたく相談会】
●概要 相続・遺言・不動産登記など将来への
不安や疑問に、司法書士とおおた成年後見セン
ター職員が相談に応じる無料相談(事前予約制)
●場所：社会福祉センター
※令和2年度のみ区役所2階会議室

【合同相談会】
●対象 老いじたく相談やセミナー参加者

➡ R5から老いじたく相談の参加者
●概要 多岐にわたる疑問や不安に各分野の専
門職(弁護士、司法書士、税理士、宅地建物取
引士等)が合同で助言する個別相談会
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【老いじたく相談】
●実施回数 22回
●相談者数 61組

４年度 ５年度

【老いじたく相談】
●実施回数 43回
●相談者数 74組

【老いじたく相談】
●実施回数 44回
●相談者数 74組

【老いじたくセミナー】
●開催回数 2回
●参加者 39人

【老いじたくセミナー】
●開催回数 ４回
●参加者 83人

【地域版】老いじたくセミナー

●開催 6回 189人
・糀谷 42人
・六郷 57人
・馬込 27人
・田園調布 20人
・久が原  25人
・新井宿  18人
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【老いじたく講演会】
●概要 老いじたくパンフレットに沿って、将来に
向けて備えておきたい事柄などを、区民の方が整
理できるように、わかりやすく講演
●講師 弁護士
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【老いじたくパンフレット】
●概要 区民の方が「、「人生100年時代」と
いわれる今日、生涯を安心していきいきと暮らせる
よう、元気なうちから必要な備えをするための分
かりやすいパンフレット

【合同相談会】
●開催 2回 28組
●専門職 5人

【合同相談会】
●開催 2回 24組
●専門職  9人

【合同相談会】
●開催 2回 18組
●専門職  13人

☆公証人を新たに加
え相談体制の充実

【老いじたく講演会】
●開催回数 1回
●参加者 117人

【老いじたく講演会】
●開催回数 1回
●参加者 127人

【パンフレット(赤)】
今から始めよう自分らしい
老いじたく(概要版)
11,000部作成

【パンフレット(青)】
デザインする自分らしい老い
じたく(詳細版)
8,000部作成

【パンフレット(赤)】
今から始めよう自分らしい
老いじたく(概要版)
3,000部増刷

【パンフレット(青)】
デザインする自分らしい老い
じたく(詳細版)

【パンフレット(赤)】
今から始めよう自分らしい老
いじたく(概要版)増刷

【パンフレット(赤)】
今から始めよう自分らしい老
いじたく(概要版)
10,000部増刷

【パンフレット(青)】
デザインする自分らしい老い
じたく(詳細版)

【老いじたく情報登録事業】
●概要 区民の方が、自身の思いを区に登録
し、病気や事故等で意思表示ができなくなったと
き、お亡くなりになったときに登録した内容をあらか
じめ指定した相手等に情報提供する

【(仮称)老いじたく情報登録】

先進自治体へ視察・調査
【(仮称)老いじたく情報登録】

事業スキーム等検討

6年度(1/15現在)

【パンフレット(赤)】
今から始めよう自分らしい老い
じたく(概要版)
4,600部増刷

【パンフレット(青)】
デザインする自分らしい老いじ
たく(詳細版)1,000部増刷

【老いじたく講演会】
●開催回数 1回
●定員 178人

【地域版】】老いじたくセミナー

●開催回数 ６回(予定)
・羽田 28人
・大森西  34人
・矢口 53人
・雪谷 36人
・入新井
・鵜の木

【老いじたく相談】
●実施回数46回(予定)
●相談者数92組(予定)

【合同相談会】
●開催回数 2回(予定)

各16組予定
●専門職  13人

【老いじたく情報登録事業】
令和6年7月22日から
申請・登録受付開始
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【老いじたく推進事業の目的】
区民の方が、「人生100年時代」と言われる今日、生涯を安心していきいきと暮らせるよう、元気なうちから将来に備えることでご本人の思いが尊重され、

いつまでも自分らしく、人生を前向きに安心して暮らしていただくことを目的としている。大田区社会福祉協議会と連携し実施している。
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